
平成２４年１０月１６日 

組合員のみなさまへ 
         大阪電気設備協同組合 

理  事  長 山口 重治 

担当副理事長 田中 貞夫 

技 術 部 長 児嶋 暉洋 

平成２５年度から第一種電気工事士の定期講習制度が変ります。 

 

 

 

 
 
 

 
 

※電気工事法により５年以内に定期講習を受講することが義務付けられております。 

 また、受講しない場合は法律に違反することになり、当該都道府県知事から 

第一種電気工事士免状の返納を命ぜられることがあります。 

 

貴社店様の第一種電気工事士のみなさまには、電気工事技術講習センター

の定期講習を受講いただくようご登録をお願い致します。 
 

 

 
 

ご登録いただくと受講期限前に『定期講習受講案内・申込書』をお送

りします。（下記の登録用紙によりご登録ください） 
 

 

    登録用紙に必要事項をご記入いただき、一般財団法人 電気工事技術者センターまで       

ファックスにて送信をお願い致します。 

ファックス番号０３－３４３５－０８２８ 

 

 

 

・指定講習機関がＮＩＴＥ指定から複数指定となります。 

（受講者が指定講習機関を選択して受講） 

・ＮＩＴＥで行っていた受講案内の送付はなくなります。 

（各自で受講機嫌を管理して受講） 

技技技術術術情情情報報報ででで   

あああなななたたたをををサササポポポーーートトト！！！

重要 



 


